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研究成果の概要（和文）：本研究においては、インフラ輸出をめぐる実際の及び潜在的な国際経済紛争を分析し
た。近年、インフラ需要が世界的に高まっていることを受けて、日本を含む先進国の企業が新興国などに対して
インフラ輸出を行う例が増加している。こうした状況を背景に、インフラ輸出をめぐる国際経済紛争も多数発生
している。本研究は、インフラ輸出をめぐる国際経済紛争に係る国際裁判例（具体的には、世界貿易機関
（WTO）紛争処理と投資仲裁）を分析することで、インフラ輸出をめぐる国際経済協定及び国際経済紛争処理制
度の問題を明らかにした。同時に、国際経済紛争処理制度が国内法政策の自律性に及ぼす影響についての理論的
考察も行った。

研究成果の概要（英文）：This research analyzed potential and actual international economic disputes 
involving the export of infrastructure. In response to the growing demand for infrastructure around 
the world, businesses from developed countries, including Japan, has been actively involved in the 
export of infrastructure to other countries, particularly emerging economies. In parallel, the 
number of international economic disputes involving the export of infrastructure is growing. This 
research analyzed how these international economic disputes are reviewed by international judicial 
bodies, specifically, world trade organization (WTO) dispute settlement system and investment 
arbitration, and pointed out problems with the existing international economic agreements as well as
 international economic dispute settlement. At the same time, it made a theoretical analysis of the 
impact of the international economic dispute settlement on the autonomy of domestic law and policy.

研究分野： 国際経済法
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１．研究開始当初の背景 
申請者はこれまで、WTO（世界貿易機関）

紛争処理制度及び投資仲裁制度の研究に注
力してきた。WTO 紛争処理制度は、1995 年
の制度設立より、多数の貿易紛争が付託され、
WTO 紛争の解決と WTO 協定の遵守確保に
貢献している。投資仲裁制度も、1990 年代
後半頃から多数の投資紛争が付託されるよ
うになり、投資紛争の解決と投資協定の遵守
確保に貢献している。 
投資仲裁制度に付託される紛争の中には、

発電所や上下水道などのインフラ投資事業
をめぐる紛争も多く含まれている。そうした
紛争は、投資受入国が環境保護や財政再建を
目的にインフラ事業に関する政策を変更し
たところ、これらの事業に従事していた外国
投資家が、政策変更により期待していた利益
を得られなくなったと訴えて付託されるこ
とが多い。 

WTO 紛争処理制度においても、数は多く
ないものの、カナダの再生可能エネルギーを
めぐる日加の紛争のように、インフラ事業に
係る紛争が付託されることもある。また、
WTO の附属協定の中には、TBT 協定（貿易
の技術的障害に関する協定）や政府調達協定
のように、潜在的にはインフラ事業に係る政
策に影響を与えるものも含まれている。 
日本政府がインフラ輸出に積極的になっ

ているところ、WTO 協定や WTO 紛争処理
制度、投資協定や投資仲裁制度が日本のイン
フラ輸出に関連してどのような意義と限界
を有するかについて、研究の必要性が高まっ
ていた。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究は、主として以下の 3 点を目的とし
た。 
 
(1) インフラ輸出について問題となりうる投
資協定上の問題を明らかにすることを目的
とした。インフラ輸出に関する紛争が投資仲
裁制度において争われるとき、主として争点
となってきたのは投資受入国の政策・措置が
公正衡平待遇義務に違反するかという問題
であった。投資受入国は投資家に対して公正
かつ衡平な待遇を与えなければならないと
のこの義務は、インフラ輸出のみならず、さ
まざまな投資紛争において最も頻繁に争点
となっているにもかかわらず、仲裁事例にお
ける解釈は一貫性を欠き、学術的にも未だに
十分な整理がなされているとは言えない。本
研究は、インフラ輸出との関係で、公正衡平
待遇義務をはじめとする投資協定上の義務
がどのように問題となりうるのかを明らか
にすることを目的とした。 
 
(2) インフラ輸出について問題となりうる
WTO 協定上の問題を明らかにすることを目
的とした。上述したように、これまでインフ

ラ輸出について WTO 紛争処理制度において
問題となった事例は多くないが、潜在的には
WTO のさまざまな附属協定がインフラ輸出
の問題に適用され得る。たとえば、新幹線シ
ステムの輸出については、鉄道関連規格の国
際規格との適合性が問題となるため、強制規
格などについて権利義務を定めた TBT 協定
上の問題が生じうる。TBT 協定については、
最近多数の WTO 紛争処理事例が発生してお
り、協定解釈慣行も蓄積しつつある。本研究
は、インフラ輸出との関係で、TBT 協定など
の WTO 協定がどのように問題となるかを明
らかにすることを目的とした。 
 
(3) WTO 紛争処理制度や投資仲裁制度が各国
のインフラ関連政策の国際経済協定適合性
をどのように審理しているか、またどのよう
に審理すべきかを考察することを目的とし
た。WTO 紛争処理制度や投資仲裁制度は、
各国の政策の国際経済協定適合性を審理す
る際、各国の自律的な政策決定に過剰に干渉
しないよう、「謙抑的な審理」を行うことが
ある。たとえば WTO 紛争処理制度において
は、被申立国の政策の基礎となった科学的判
断の正否までを問うことは控えられる傾向
にある。また投資仲裁制度においても、被申
立人（投資受入国）の公共政策の投資協定適
合性が審理される際、政策の目的の妥当性に
ついては判断が控えられることがある。WTO
紛争処理制度や投資仲裁制度が、各国の政策
に対してどの程度「謙抑的な審理」を行って
いるか、またどの程度「謙抑的な審理」を行
うべきかは、国際裁判手続の正統性や国際法
と国内法の関係に関する一般国際法上の理
論的課題とも密接に関連している。本研究は、
一般国際法上の議論を踏まえつつ、WTO 紛
争処理制度や投資仲裁制度がどの程度「謙抑
的な審理」を行っているか、またどの程度「謙
抑的な審理」を行うべきかについて考察する
ことも目的とした。 
 
 
３．研究の方法 
本研究は、主として以下の 4つの方法によ

り実施した。 
 
(1) 文献の調査。インフラ輸出の現状や WTO
紛争処理制度及び投資仲裁制度についての
文献のほか、国際裁判手続の正統性や国際法
と国内法の関係に関する文献を調査した。 
 
(2) 紛争事例の実証分析。インフラ輸出をは
じめとする国際経済紛争について、WTO 紛
争処理制度や投資仲裁制度における判断・決
定・報告などを収集し、分析を行った。 
 
(3) 海外での調査。WTO 紛争処理や投資仲
裁の傍聴や関係機関における聞き取り調査
を行った。 
 



(4) 口頭発表及び論文の公表。主として国際
的な学会・会議などで発表するとともに、国
際学術誌などに英文及び和文の論文を公表
した。 
 
 
４．研究成果 
 本研究の成果は、主として以下の 3点に分
けられる。 
 
(1) 特に発電設備に係るインフラ投資につ
いて、不測の事態が生じた場合に、投資協定
や投資仲裁においてどのように評価されう
るかについて研究を行った。特に、近年スペ
インにおける再生可能エネルギー事業に関
し、多数の投資仲裁が申し立てられており、
その中には日本の企業が申し立てた事案も
含まれる。日本の企業が申し立てた事案につ
いてはまだ決定がなされていないが、他国の
企業がスペインに申し立てた事案について
はすでに決定が出されているものあり、本研
究はこれらを分析し、論文公表や学会発表を
行った。また、再生可能エネルギー分野の関
係者と繰り返し意見交換を行ったことも、有
意義な成果であった。 
 
(2) WTO 協定や投資協定などの国際経済協
定においてインフラ輸出に関わる諸問題が
どのように評価されるかを明らかにした。特
に近年締結されている自由貿易協定(FTA)は、
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定や日欧
経済連携協定(JEEPA)、カナダと欧州の包括
的自由貿易協定(CETA)に代表されるように、
これまでのFTAにはなかったようなルールや
協力の仕組みを設けていることが多い。本研
究はこれらの新たなルールを比較しながら
分析し、これらがインフラ輸出に与える影響
を明らかにした。 
 
(3) 研究目的の 3 点目と関わるが、WTO 紛
争処理制度や投資仲裁制度が各国のインフ
ラ関連政策の国際経済協定適合性をどのよ
うに審理しているか、またどのように審理す
べきかについて、論文公表や学会発表を行っ
た。より具体的には、以下の 3 つを成果とし
て挙げたい。まず、WTO 紛争処理制度や投
資仲裁制度における先例の位置づけを明ら
かにした。先例がどのように扱われているか
は、国際経済紛争処理制度において一貫した
判断がなされているかを評価する指標とな
る。次に、どの程度「抑制的な審理」を行っ
ているかについて、国際経済紛争処理制度以
外の国際裁判手続での慣行も踏まえつつ、た
とえば「権利濫用(abuse of process)」の法理
や「評価の余地(margin of appreciation)」が
どのように用いられているかを明らかにし
た。最後に、パリ協定など、環境関連の国際
協定が国際経済紛争処理制度においてどの
ように反映されうるかを明らかにした。 
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